
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくともナビゲーション用情報を記憶可能な携帯型記憶手段と、
　番組及び／または広告に加えて、その番組及び／または広告に関連するナビゲーション
用情報を放送する第１装置と、
　前記第１装置からの前記放送を受信して、その受信した放送に含まれる前記ナビゲーシ
ョン用情報を前記携帯型記憶手段に記憶させる第２装置と、
　前記第２装置にて前記携帯型記憶手段に記憶された前記ナビゲーション用情報を取得し
て、ナビゲーション表示を行う第３装置とを備えたナビゲーションシステムに用いられ、
　番組及び／または広告に加えて、その番組及び／または広告に関連するナビゲーション
用情報を放送する第１装置によって放送される前記放送を受信して、その受信した放送に
含まれる前記ナビゲーション用情報を携帯型記憶手段に記憶させる手段を備えた第２装置
。
【請求項２】
　少なくともナビゲーション用情報を記憶可能な携帯型記憶手段と、
　番組及び／または広告に加えて、その番組及び／または広告に関連するナビゲーション
用情報を放送する第１装置と、
　前記第１装置からの前記放送を受信して、その受信した放送に含まれる前記ナビゲーシ
ョン用情報を前記携帯型記憶手段に記憶させる第２装置と、
　前記第２装置にて前記携帯型記憶手段に記憶された前記ナビゲーション用情報を取得し
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て、ナビゲーション表示を行う第３装置とを備えたナビゲーションシステムに用いられ、
　番組及び／または広告に加えて、その番組及び／または広告に関連するナビゲーション
用情報を放送する第１装置によって放送される前記放送を受信して、前記番組及び／また
は広告を利用者に提示するとともに、前記利用者の要求に応じて、前記番組及び／または
広告に関連する前記ナビゲーション用情報を携帯型記憶手段に記憶させる手段を備えた第
２装置。
【請求項３】
少なくともナビゲーション用情報を記憶可能な携帯型記憶手段と、
　番組及び／または広告に加えて、その番組及び／または広告に関連するナビゲーション
用情報を放送する第１装置と、　前記第１装置からの前記放送を受信して、その受信した
放送に含まれる前記ナビゲーション用情報を前記携帯型記憶手段に記憶させる第２装置と
、
　前記第２装置にて前記携帯型記憶手段に記憶された前記ナビゲーション用情報を取得し
て、ナビゲーション表示を行う第３装置とを備えたナビゲーションシステムに用いられ、
　携帯型記憶手段に記憶され、番組及び／または広告に関連するナビゲーション用情報を
取得するための入力手段と、
　前記入力手段から取得した前記ナビゲーション用情報に基づくナビゲーション表示を行
う表示手段とを備えた第３装置。
【請求項４】
　少なくともナビゲーション用情報を格納可能な情報蓄積手段と、
　前記情報蓄積手段に少なくともナビゲーション用情報を格納することができ、前記情報
蓄積手段から少なくとも前記ナビゲーション用情報を取得することができる携帯型情報処
理手段と、
　番組及び／または広告に加えて、その番組及び／または広告に関連するナビゲーション
用情報を放送する第１装置と、
　前記第１装置からの前記放送を受信して、その受信した放送に含まれる前記ナビゲーシ
ョン用情報を前記携帯型情報処理手段に出力する第２装置と、
　前記携帯型情報処理手段によって前記情報蓄積手段に格納された前記ナビゲーション用
情報を、前記携帯型情報処理手段を通じて取得して、ナビゲーション表示を行う第３装置
とを備えたナビゲーションシステムに用いられ、
番組及び／または広告に加えて、その番組及び／または広告に関連するナビゲーション用
情報を放送する第１装置によって放送される前記放送を受信して、その受信した放送に含
まれる前記ナビゲーション用情報を携帯型情報処理手段に出力する手段を備えた第２装置
。
【請求項５】
　少なくともナビゲーション用情報を格納可能な情報蓄積手段と、
　前記情報蓄積手段に少なくともナビゲーション用情報を格納することができ、前記情報
蓄積手段から少なくとも前記ナビゲーション用情報を取得することができる携帯型情報処
理手段と、
　番組及び／または広告に加えて、その番組及び／または広告に関連するナビゲーション
用情報を放送する第１装置と、
　前記第１装置からの前記放送を受信して、その受信した放送に含まれる前記ナビゲーシ
ョン用情報を前記携帯型情報処理手段に出力する第２装置と、
　前記携帯型情報処理手段によって前記情報蓄積手段に格納された前記ナビゲーション用
情報を、前記携帯型情報処理手段を通じて取得して、ナビゲーション表示を行う第３装置
とを備えたナビゲーションシステムに用いられ、
番組及び／または広告に加えて、その番組及び／または広告に関連するナビゲーション用
情報を放送する第１装置によって放送される前記放送を受信して、前記番組及び／または
広告を利用者に提示するとともに、前記利用者の要求に応じて、前記番組及び／または広
告に関連する前記ナビゲーション用情報を携帯型情報処理手段に出力する手段を備えた第
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２装置。
【請求項６】
　少なくともナビゲーション用情報を格納可能な情報蓄積手段と、
　前記情報蓄積手段に少なくともナビゲーション用情報を格納することができ、前記情報
蓄積手段から少なくとも前記ナビゲーション用情報を取得することができる携帯型情報処
理手段と、
　番組及び／または広告に加えて、その番組及び／または広告に関連するナビゲーション
用情報を放送する第１装置と、
　前記第１装置からの前記放送を受信して、その受信した放送に含まれる前記ナビゲーシ
ョン用情報を前記携帯型情報処理手段に出力する第２装置と、
　前記携帯型情報処理手段によって前記情報蓄積手段に格納された前記ナビゲーション用
情報を、前記携帯型情報処理手段を通じて取得して、ナビゲーション表示を行う第３装置
とを備えたナビゲーションシステムに用いられ、
番組及び／または広告に関連するナビゲーション用情報が格納された情報蓄積手段から、
少なくとも前記ナビゲーション情報を取得する携帯型情報処理手段を介して、ナビゲーシ
ョン用情報を取得する入力手段と、
　前記入力手段から取得した前記ナビゲーション用情報に基づくナビゲーション表示を行
う表示手段とを備えた第３装置。
【請求項７】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えば旅行先やレストランにドライブする場合等、ユーザの外出時にナビゲー
ション表示を行うシステムに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、放送衛星を利用したＢＳデジタル放送が商用化されつつある。デジタル放送では、
番組映像に加えて、データ放送という一種のタグ付の情報が放送される。例えば、ニュー
スや天気予報といったリアルタイムの情報、番組内容や広告商品に関連するさらに詳細な
情報やそれらに関連するインターネットホームページのＵＲＬ、などの情報である。さら
に、電話回線を通じてテレビ端末を放送局側につなぐことによって、利用者がクイズ番組
に回答したり、番組のアンケート調査に参加したり、また利用者がどの番組や広告を見た
かというリアルタイムの情報を放送局側に伝えることができる。

10

20

30

40

50

(3) JP 3722221 B2 2005.11.30

少なくともナビゲーション用情報を格納可能な情報蓄積手段と、
　前記情報蓄積手段に少なくともナビゲーション用情報を格納することができ、前記情報
蓄積手段のアドレスを出力可能な携帯型情報処理手段と、
　番組及び／または広告に加えて、その番組及び／または広告に関連するナビゲーション
用情報を放送する第１装置と、
　前記第１装置からの前記放送を受信して、その受信した放送に含まれる前記ナビゲーシ
ョン用情報を前記携帯型情報処理手段に出力する第２装置と、
　前記携帯型情報処理手段から出力された前記情報蓄積手段のアドレスを取得し、そのア
ドレスに基づいて前記情報蓄積手段にアクセスし、前記携帯型情報処理手段によって前記
情報蓄積手段に格納された前記ナビゲーション用情報を取得して、ナビゲーション表示を
行う第３装置とを備えたナビゲーションシステムに用いられ、
　番組及び／または広告に関連するナビゲーション用情報が格納された前記情報蓄積手段
のアドレスを保持した前記携帯型情報処理手段から、前記アドレスを取得する入力手段と
、
　前記入力手段から取得した前記アドレスに基づいて前記情報蓄積手段にアクセスして前
記ナビゲーション用情報を取得し、ナビゲーション表示を行う表示手段とを備えた第３装
置。



【０００３】
上記のデータ放送でインターネットホームページのＵＲＬをテレビ受信端末に送る技術が
開示されている（例えば、特許文献１参照）。この従来の技術では、データ放送を介して
送られたＵＲＬを用いて、テレビ端末がインターネットへ接続してそのホームページを閲
覧できるようになっている。そして、現在テレビやラジオで流れている温泉やテーマパー
ク、おいしい物を食べさせるお店といった旅行先関連の情報も映像とともにデータ放送と
して流され、データ放送で流されたＵＲＬを用いて、旅行先のさらに詳しい情報や予約状
況などを知ることができるようになるであろう。
【０００４】
一方、車載情報端末にインターネットを介して、様々な旅行先情報（道案内、観光案内な
ど）を提供する技術が開示されている（例えば、特許文献２参照）。この従来の技術では
、旅行先情報をインターネット記述言語ＸＭＬ（ｅＸｔｅｎｓｉｂｌｅ　Ｍａｒｋｕｐ　
Ｌａｎｇｕａｇｅ）で記述し、車載情報端末における表示や音声案内といった各種の制御
をする。この特許公報の中では、明確に触れてはいないが、旅行先情報へアクセスするた
めには、車載情報端末に提供先のＵＲＬ等の情報を利用者が直接入力することになる。
【特許文献１】
特開平１０－１６４５２９号公報
【特許文献２】
特開２０００－２１５２１１号公報
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記で述べた従来の技術においては、テレビ端末で受信したデータは、テ
レビ端末でしか利用することができない。つまり、テレビ端末で受信したデータ放送中の
ＵＲＬで示された様々な旅行先情報を提供するホームページへは、テレビ端末からしかア
クセスすることはできないのである。そのため、もし利用者が放送された場所へ後日ドラ
イブする時に、車載情報端末に目的地を設定したり、車載情報端末から旅行先情報を提供
するホームページへアクセスしようと思えば、以下のような手続きを踏まなければならな
い。
【０００６】
まず、番組内で放送される旅行先の住所や電話番号、地図やＵＲＬを手書きのメモに残し
ておく。そして、後日ドライブする際、その手書きのメモを見ながら車載情報端末に目的
地を設定したり、旅行先情報のＵＲＬを設定してリアルタイムな情報を提供するホームペ
ージにアクセスする。つまり、手書きのメモを見ながら車載情報端末に必要な情報を入力
しなければならないため、利用者は非常に手間がかかった。また、利用者の書き損じが原
因で正しく旅行先の情報を入力できなかったり、もしメモを紛失した場合には、曖昧な記
憶に頼らなければならず、最悪の場合その旅行先へのドライブを断念しなければならない
、という課題もあった。
【０００７】
このように、放送により取得した旅行先情報等のナビゲーション用情報を、実際に外出す
る際に利用する場合には、いちいちその取得したナビゲーション用情報を手作業で入力し
直す必要ががあり、手間がかかるという課題がある。
【０００８】
また、放送により取得した旅行先情報等のナビゲーション用情報を、実際に外出する際に
利用する場合には、手作業で入力し直さなければならないので、誤ったナビゲーション用
情報が入力されたり、ナビゲーション用情報が紛失したりするという課題がある。
【０００９】
　本発明は、上記課題を考慮し、放送により取得したナビゲーション用情報を、実際に外
出する際に利用する場合には、いちいちその取得したナビゲーション用情報を手作業で入
力し直す必要がなく、従って手間のかからない を提供することを目的とするものであ
る。
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【００１０】
　また、本発明は、上記課題を考慮し、放送により取得したナビゲーション用情報を、実
際に外出する際に利用する場合には、手作業で入力し直す必要がなく、従って、誤ったナ
ビゲーション用情報が入力されることがなく、またナビゲーション用情報が紛失したりし
ない を提供することを目的するものである。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　上述した課題を解決するために、第１の本発明は、少なくともナビゲーション用情報を
記憶可能な携帯型記憶手段と、
　番組及び／または広告に加えて、その番組及び／または広告に関連するナビゲーション
用情報を放送する第１装置と、
　前記第１装置からの前記放送を受信して、その受信した放送に含まれる前記ナビゲーシ
ョン用情報を前記携帯型記憶手段に記憶させる第２装置と、
　前記第２装置にて前記携帯型記憶手段に記憶された前記ナビゲーション用情報を取得し
て、ナビゲーション表示を行う第３装置とを備えたナビゲーションシステムに用いられ、
　番組及び／または広告に加えて、その番組及び／または広告に関連するナビゲーション
用情報を放送する第１装置によって放送される前記放送を受信して、その受信した放送に
含まれる前記ナビゲーション用情報を携帯型記憶手段に記憶させる手段を備えた第２装置
である。
　また、第２の本発明は、少なくともナビゲーション用情報を記憶可能な携帯型記憶手段
と、
　番組及び／または広告に加えて、その番組及び／または広告に関連するナビゲーション
用情報を放送する第１装置と、
　前記第１装置からの前記放送を受信して、その受信した放送に含まれる前記ナビゲーシ
ョン用情報を前記携帯型記憶手段に記憶させる第２装置と、
　前記第２装置にて前記携帯型記憶手段に記憶された前記ナビゲーション用情報を取得し
て、ナビゲーション表示を行う第３装置とを備えたナビゲーションシステムに用いられ、
　番組及び／または広告に加えて、その番組及び／または広告に関連するナビゲーション
用情報を放送する第１装置によって放送される前記放送を受信して、前記番組及び／また
は広告を利用者に提示するとともに、前記利用者の要求に応じて、前記番組及び／または
広告に関連する前記ナビゲーション用情報を携帯型記憶手段に記憶させる手段を備えた第
２装置である。
　また、第３の本発明は、少なくともナビゲーション用情報を記憶可能な携帯型記憶手段
と、
　番組及び／または広告に加えて、その番組及び／または広告に関連するナビゲーション
用情報を放送する第１装置と、
　前記第１装置からの前記放送を受信して、その受信した放送に含まれる前記ナビゲーシ
ョン用情報を前記携帯型記憶手段に記憶させる第２装置と、
　前記第２装置にて前記携帯型記憶手段に記憶された前記ナビゲーション用情報を取得し
て、ナビゲーション表示を行う第３装置とを備えたナビゲーションシステムに用いられ、
　携帯型記憶手段に記憶され、番組及び／または広告に関連するナビゲーション用情報を
取得するための入力手段と、
　前記入力手段から取得した前記ナビゲーション用情報に基づくナビゲーション表示を行
う表示手段とを備えた第３装置である。
　また、第４の本発明は、少なくともナビゲーション用情報を格納可能な情報蓄積手段と
、
　前記情報蓄積手段に少なくともナビゲーション用情報を格納することができ、前記情報
蓄積手段から少なくとも前記ナビゲーション用情報を取得することができる携帯型情報処
理手段と、
　番組及び／または広告に加えて、その番組及び／または広告に関連するナビゲーション
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用情報を放送する第１装置と、
　前記第１装置からの前記放送を受信して、その受信した放送に含まれる前記ナビゲーシ
ョン用情報を前記携帯型情報処理手段に出力する第２装置と、
　前記携帯型情報処理手段によって前記情報蓄積手段に格納された前記ナビゲーション用
情報を、前記携帯型情報処理手段を通じて取得して、ナビゲーション表示を行う第３装置
とを備えたナビゲーションシステムに用いられ、
番組及び／または広告に加えて、その番組及び／または広告に関連するナビゲーション用
情報を放送する第１装置によって放送される前記放送を受信して、その受信した放送に含
まれる前記ナビゲーション用情報を携帯型情報処理手段に出力する手段を備えた第２装置
である。
　また、第５の本発明は、少なくともナビゲーション用情報を格納可能な情報蓄積手段と
、
　前記情報蓄積手段に少なくともナビゲーション用情報を格納することができ、前記情報
蓄積手段から少なくとも前記ナビゲーション用情報を取得することができる携帯型情報処
理手段と、
　番組及び／または広告に加えて、その番組及び／または広告に関連するナビゲーション
用情報を放送する第１装置と、
　前記第１装置からの前記放送を受信して、その受信した放送に含まれる前記ナビゲーシ
ョン用情報を前記携帯型情報処理手段に出力する第２装置と、
　前記携帯型情報処理手段によって前記情報蓄積手段に格納された前記ナビゲーション用
情報を、前記携帯型情報処理手段を通じて取得して、ナビゲーション表示を行う第３装置
とを備えたナビゲーションシステムに用いられ、
番組及び／または広告に加えて、その番組及び／または広告に関連するナビゲーション用
情報を放送する第１装置によって放送される前記放送を受信して、前記番組及び／または
広告を利用者に提示するとともに、前記利用者の要求に応じて、前記番組及び／または広
告に関連する前記ナビゲーション用情報を携帯型情報処理手段に出力する手段を備えた第
２装置である。
　また、第６の本発明は、少なくともナビゲーション用情報を格納可能な情報蓄積手段と
、
　前記情報蓄積手段に少なくともナビゲーション用情報を格納することができ、前記情報
蓄積手段から少なくとも前記ナビゲーション用情報を取得することができる携帯型情報処
理手段と、
　番組及び／または広告に加えて、その番組及び／または広告に関連するナビゲーション
用情報を放送する第１装置と、
　前記第１装置からの前記放送を受信して、その受信した放送に含まれる前記ナビゲーシ
ョン用情報を前記携帯型情報処理手段に出力する第２装置と、
　前記携帯型情報処理手段によって前記情報蓄積手段に格納された前記ナビゲーション用
情報を、前記携帯型情報処理手段を通じて取得して、ナビゲーション表示を行う第３装置
とを備えたナビゲーションシステムに用いられ、
番組及び／または広告に関連するナビゲーション用情報が格納された情報蓄積手段から、
少なくとも前記ナビゲーション情報を取得する携帯型情報処理手段を介して、ナビゲーシ
ョン用情報を取得する入力手段と、
　前記入力手段から取得した前記ナビゲーション用情報に基づくナビゲーション表示を行
う表示手段とを備えた第３装置である。
　また、第 の本発明は、少なくともナビゲーション用情報を格納可能な情報蓄積手段と
、
　前記情報蓄積手段に少なくともナビゲーション用情報を格納することができ、前記情報
蓄積手段のアドレスを出力可能な携帯型情報処理手段と、
　番組及び／または広告に加えて、その番組及び／または広告に関連するナビゲーション
用情報を放送する第１装置と、
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　前記第１装置からの前記放送を受信して、その受信した放送に含まれる前記ナビゲーシ
ョン用情報を前記携帯型情報処理手段に出力する第２装置と、
　前記携帯型情報処理手段から出力された前記情報蓄積手段のアドレスを取得し、そのア
ドレスに基づいて前記情報蓄積手段にアクセスし、前記携帯型情報処理手段によって前記
情報蓄積手段に格納された前記ナビゲーション用情報を取得して、ナビゲーション表示を
行う第３装置とを備えたナビゲーションシステムに用いられ、
　番組及び／または広告に関連するナビゲーション用情報が格納された前記情報蓄積手段
のアドレスを保持した前記携帯型情報処理手段から、前記アドレスを取得する入力手段と
、
　前記入力手段から取得した前記アドレスに基づいて前記情報蓄積手段にアクセスして前
記ナビゲーション用情報を取得し、ナビゲーション表示を行う表示手段とを備えた第３装
置である。
　以下は、本発明に関連す 明の説明である。
　第 明は、前記第３装置で取得される前記ナビゲーション用情報は、前記第３装置
が有するソフトウェアで扱えるものである第３、６、 の本発明のいずれかの装置である
。
　また、第 明は、前記ナビゲーション用情報には、所定の地理的情報が含まれてお
り、
　前記第３装置、その位置情報を用いて経路誘導のための設定を行う第３、６、 の本発
明のいずれかの装置である。
　また、第 明は、前記第３装置は、車載型情報端末である第３、６、 の本発明
のいずれかの装置である。
　また、第 明は、前記第３装置は、携帯型情報端末である第３、６、 の本発明
のいずれかの装置である。
　また、第 明は、前記ナビゲーション用情報には、インターネットの所定のＵＲ
Ｌが含まれており、
　前記第３装置が、その所定のＵＲＬに基づいてアクセスする第３、６、 の本発明のい
ずれかの装置である。
　また、第 明は、前記第２装置は、放送された前記番組及び／または広告と前記
ナビゲーション用情報とを蓄積する放送番組蓄積手段を有し、
　前記第２装置は、前記放送番組蓄積手段に蓄積された前記ナビゲーション用情報を、前
記携帯型記憶手段に記憶させる第１、２、４、 本発明のいずれかのシステムである。
　また、第 明は、前記第２装置は、前記第２装置の利用者の視聴状況を通知する
通信手段を有し、
　前記第２装置が前記携帯型記憶手段に前記ナビゲーション用情報を記憶させた際、前記
通信手段は、前記携帯型記憶手段に前記ナビゲーション用情報を記憶させたことを前記第
１装置に通知する第１、２、４、 本発明のいずれかのシステムである。
　また、第 明は、前記第１装置は、衛星デジタル放送を利用する第１、２、４、

本発明のいずれかの装置である。
　また、第 明は、前記第１装置は、ケーブルテレビ放送及び／またはインターネ
ットテレビ放送を利用する第１、２、４、 本発明のいずれかのシステムである。
　また、第 明は、前記第１装置が放送する前記ナビゲーション用情報は、インタ
ーネット記述言語で記述されている第１、２、４、 本発明のいずれかの装置である。
　また、第 明は、前記情報蓄積手段は、インターネットを介して参照されるデー
タベースで構成されている第 本発 装置である。
　また、第 明は、前記情報蓄積手段は、近距離無線通信手段を介して参照される
データベースで構成されている第６ の本発 装置である。
【００１２】
例えば、本発明の一例としての旅行先情報設定システムは、旅行先の番組や広告に加えて
、その旅行先情報を放送する番組放送手段と、番組放送手段が放送する番組や広告および
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旅行先情報を受信して利用者に提示する放送受信手段と、放送受信手段が受信した旅行先
情報を利用者の要求に応じてダウンロードするための携帯型記憶手段と、携帯型記憶手段
にダウンロードされた旅行先情報を取得する情報受発信手段と、旅行先のリアルタイムな
情報を提供するリアルタイム情報提供手段を備えて、情報受発信手段が旅行先情報に含ま
れる旅行先位置情報を用いて経路誘導のための経路設定をし、旅行先情報に含まれるリア
ルタイム情報提供手段への接続方法を用いて旅行先のリアルタイム情報を取得する。
【００１３】
また、例えば、本発明の一例としての旅行先情報設定システムは、旅行先の番組や広告に
加えて、その旅行先情報を放送する番組放送手段と、番組放送手段が放送する番組や広告
および旅行先情報を受信して利用者に提示する放送受信手段と、旅行先情報を蓄積する情
報蓄積手段と、その情報蓄積手段への接続方法を保持し、利用者の要求に応じて旅行先情
報を前記情報蓄積手段にダウンロードするための制御をする携帯型情報処理手段と、情報
蓄積手段にダウンロードされた旅行先情報を携帯型情報処理手段から取得する情報受発信
手段と、旅行先のリアルタイムな情報を提供するリアルタイム情報提供手段を備えて、情
報受発信手段が旅行先情報に含まれる旅行先位置情報を用いて経路誘導のための経路設定
をし、旅行先情報に含まれるリアルタイム情報提供手段への接続方法を用いて旅行先のリ
アルタイム情報を取得する。
【００１４】
また、例えば、本発明の一例としての旅行先情報設定システムは、旅行先情報を蓄積する
情報蓄積手段と、旅行先の番組や広告を放送することに加えて、その旅行先情報を情報蓄
積手段にダウンロードするように制御する番組放送手段と、番組放送手段が放送する番組
や広告を受信して利用者に提示するとともに、利用者の要求に応じて番組や広告に関連す
る旅行先情報を情報蓄積手段にダウンロードすることを番組放送手段に要求する放送受信
手段と、情報蓄積手段にダウンロードされた旅行先情報を取得する情報受発信手段を備え
て、情報受発信手段が旅行先情報に含まれる旅行先位置情報を用いて経路誘導のための経
路設定をし、旅行先情報に含まれるリアルタイム情報提供手段への接続方法を用いて旅行
先のリアルタイム情報を取得する。
【００１５】
このように、本発明は、旅行先情報を電子データとしてダウンロードしておくため、利用
者が番組内で放送された旅行先情報のメモをとることなしに、旅行先情報を車載情報端末
に設定することができる。また、前記したように、本発明は情報蓄積手段を持ち、その情
報蓄積手段に接続することで旅行先情報を取得するため、旅行先情報を紛失しないように
することができる。
【００１６】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。
【００１７】
（実施の形態１）
まず、本発明の実施の形態１における旅行先情報設定システムについて説明する。
【００１８】
図１は、本発明の実施の形態１における旅行先情報設定システムの構成図を示す。同図に
おいて、１０１は旅行番組や旅行関係の広告等を放送する放送事業者であり、１０２は利
用者の視聴状況を取得する視聴情報取得部であり、１０３は番組放送やデータ放送を送る
ための送信部である。
【００１９】
また、同図において、１０４は主として家庭内での視聴を前提としたテレビ端末であり、
１０５は放送を受信する受信部であり、１０６は電話回線を使って利用者の視聴状況を放
送事業者１０１に送るためのモデムであり、１０７はメモリカードへのデータの入出力を
制御するカードスロット部であり、１０８は利用者がテレビ端末１０４を操作するための
テレビリモコンであり、１０９はテレビリモコン１０８の信号を受信するリモコン受信部
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であり、１１０は利用者がテレビを視聴するための表示部であり、１１１はテレビ端末１
０４の全体動作を制御する全体制御部であり、１１２は番組情報を蓄積・記録しておくた
めのＨＤＤである。
【００２０】
さらに、同図において、１１３はテレビ端末１０４で取得した旅行先情報をダウンロード
するメモリカードであり、１１４は主として車内での利用を前提として、車両の経路誘導
（カーナビゲーション）やインターネットにアクセスするための車載情報端末であり、１
１５は利用者が車載情報端末１１４を操作するための車載端末リモコンであり、１１６は
インターネットへのアクセスを制御する通信部であり、１１７は車のナビゲーション情報
を設定する経路設定部であり、１１８はメモリカード１１３へのデータの入出力を制御す
るカードスロット部であり、１１９は車載端末リモコン１１５の信号を受信するリモコン
受信部であり、１２０は利用者に情報を提示する表示部であり、１２１は車載情報端末１
１４の全体動作を制御する全体制御部であり、１２２はインターネットを介して車載情報
端末１１４に旅行先のリアルタイム情報を提供するリアルタイム情報提供者である。
【００２１】
また、同図において、放送事業者１０１および情報サービス提供者１２２は、各々一つず
つしか図示していないが、もちろん複数あっても良い。
【００２２】
図２は放送事業者１０１が旅行番組や旅行関係の広告を放送する場合のデータ放送スクリ
プトの一例を示す。本実施の形態では、データ放送の形式としてインターネット記述言語
である「ＸＭＬ（ｅＸｔｅｎｓｉｂｌｅ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）」を採用す
る。図２のデータ放送スクリプトにおいて、 <title>や <information>のように、 <>で括ら
れたものをタグと呼び、タグのうちで </で始まらないものを開始タグ、 </で始まるものを
終了タグと定義する。そして、この開始タグと終了タグの間に、別のタグセットを内包し
たり、各タグに対応する情報を記述することができる。ＸＭＬでは、各タグが属性を定義
し、テレビ端末１０４及び車載情報端末１１４の各全体制御部は、別ファイルで送られて
くるスタイル・シートを参照して各タグが規定する処理動作を実行に移す。ただし、本発
明における実施の形態の説明では、スタイル・シートについては図示せず、システムの処
理動作のみを説明するにとどめる。なお、所望の処理動作を実行することが目的であり、
スクリプトの記述形式はこれに限ったものではない。以下、図２におけるデータ放送スク
リプトの各タグについて説明する。
【００２３】
ａ）最上位
１） <naviprogram>
本記述が、車載情報端末へ設定できる情報を含んだデータ放送であることを表す。
【００２４】
内部に <tvurl>、 <displaydata>、 <navidata>のタグセットを内包できる。
【００２５】
ｂ） <naviprogram>の下
１） <tvurl>
放送事業者１０１へ利用者の視聴状況を送るためのＵＲＬを表す。
【００２６】
２） <displaydata>
テレビ端末に表示すべきデータであることを表す。内部に <title>、 <information>、 <com
ment>のタグセットを内包できる。
【００２７】
３） <navidata>
車載情報端末に設定するデータであることを表す。詳細は図４のところで説明する。
【００２８】
ｃ） <displaydata>の下
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１） <title>
テレビ端末に表示するデータのタイトルを表す。
【００２９】
２） <information>
テレビ端末に表示する旅行先情報を表す。内部に、少なくとも <address>、 <tel>、 <fax>
、 <url>、 <email>、 <opentime>のタグセットを内包できる。
【００３０】
３） <comment>
テレビ端末に表示したいコメントを表す。
【００３１】
ｄ） <information>の下
１） <address>
住所を表す。
【００３２】
２） <tel>
電話番号を表す。
【００３３】
３） <fax>
ファックス番号を表す。
【００３４】
４） <url>
ホームページアドレス（ URL）を表す。
【００３５】
４） <email>
電子メールアドレスを表す。
【００３６】
５） <opentime>
営業時間を表す。
【００３７】
６） <holiday>
定休日を表す。
【００３８】
図３は、図２に示したデータ放送スクリプトをテレビ端末１０４の表示部１１０に表示し
た場合の一例を示す。
【００３９】
図４は、図２に示した車載情報端末に設定するデータである <navidata>のスクリプトを示
す。本実施の形態１では、メモリカード１１３を介してこのデータをテレビ端末１０４か
ら車載情報端末１１４へ送る。以下、図４の各タグについて説明する。
【００４０】
ａ）最上位
１） <navidata>
本記述が車載情報端末へ設定すべきデータであることを表す。
【００４１】
内部に <title>、 <url>、 <point>、 <information>のタグセットを内包できる。
【００４２】
２） <title>
車載情報端末で本スクリプトを参照するためのタイトルを表す。
【００４３】
３） <url>
旅行先のリアルタイム情報にアクセスするためのＵＲＬを表す。
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【００４４】
４） <point>
旅行先の位置を表す。内部に <latitude>、 <longitude>のタグセットを内包できる。
【００４５】
５） <information>
車載情報端末に表示する情報を表す。内部に <restaurant>等の旅行先情報のカテゴリを示
すタグを内包できる。
【００４６】
ｂ） <point>の下
１） <latitude>
旅行先の緯度を表す。
【００４７】
２） <longitude>
旅行先に経度を表す。
【００４８】
ｃ） <information>の下
１） <restaurant>
車載情報端末に表示する情報がレストラン関係の情報であることを表す。内部に少なくと
も <name>、 <address>、 <tel>、 <email>、 <opentime>、 <holiday>、 <menu>のタグセットを
内包できる。
【００４９】
ｄ） <restaurant>の下
１） <menu>
レストランが提供するメニューを表す。内部に <submenu>のタグセットを内包できる。
【００５０】
<name>、 <address>、 <tel>、 <email>、 <opentime>、 <holiday>については、図２で説明し
たものと同様であるため、詳細な説明は省略する。
【００５１】
ｅ） <menu>の下
１） <submenu>
個別のメニューを表す。内部に少なくとも <name>、 <price>、 <photo>、 <comment>のタグ
を内包できる。
【００５２】
ｆ） <submenu>の下
１） <name>
メニューの名前を表す。
【００５３】
２） <price>
メニューの価格を表す。
【００５４】
３） <photo>
メニューの写真を表す。
【００５５】
４） <comment>
メニューに関するコメントを表す。
【００５６】
図６と図７は、図４に示した車載情報端末に設定するデータスクリプトを車載情報端末１
１４の表示部１２０に表示した場合の一例を示す。図６は、メモリカード１１３にダウン
ロードされた旅行先情報の一覧を表示した例であり、図４の <title>に対応している。図
７は、図４における <information>の内容を表示したものであり、この例ではレストラン

10

20

30

40

50

(11) JP 3722221 B2 2005.11.30



情報の形式で表示している。
【００５７】
図１１は、図１におけるリアルタイム情報提供者１２２が車載情報端末１１４にリアルタ
イム情報を送るためのデータスクリプトの一例である。図１２は、図１１におけるタグ <o
rder>の詳細なスクリプトを記述した一例である。以下、図１１の各タグについて説明す
る。
【００５８】
ａ）最上位
１） <realtimenavidata>
本記述が、車載情報端末用のリアルタイム情報であることを表す。内部に <updatetime>、
<information>のタグセットを内包できる。
【００５９】
ｂ） <realtimenavidata>の下
１） <updatetime>
本リアルタイム情報が最終更新された日時を表す。
【００６０】
２） <information>
車載情報端末に表示するリアルタイム情報を表す。内部に <restaurant>等の旅行先情報カ
テゴリのタグセットを内包できる。
【００６１】
ｃ） <information>の下
１） <restaurant>
車載情報端末に表示する情報がレストラン関係の情報であることを表す。内部に少なくと
も <name>、 <situation>、 <order>のタグセットを内包できる。
【００６２】
ｄ） <restaurant>の下
１） <situation>
現在状況を表す。内部に <photo>、 <comment>のタグセットを内包できる。
【００６３】
２） <order>
注文情報を表す。詳細は図１２のところで説明する。
【００６４】
以下、 <name>、 <photo>、 <comment>の各タグは、前述したものと同様であるため詳細な説
明は省略する。図８は、図１１に示したリアルタイム情報のデータスクリプトを車載情報
端末１１４の表示部１２０に表示した場合の一例を示す。以下、図１２の各タグについて
説明する。
【００６５】
ａ）最上位
１） <order>
注文情報を表す。内部に <menu>のタグを内包できる。
【００６６】
ｂ） <order>の下
１） <menu>
注文可能なメニューを表す。内部に <submenu>のタグを内包できる。
【００６７】
ｃ） <submenu>の下
１） <amount>
数量を表す。これは、リアルタイム情報提供者１２２が送る時には初期値として０が設定
され、利用者が注文した時に注文数に応じた値が設定される。
【００６８】
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２） <option>
メニューのオプションを表す。内部に少なくとも、 <type>、 <menu>のタグセットを内包で
きる。
【００６９】
<name>、 <price>、 <photo>の各タグについては、前述したものと同様であるため、説明は
省略する。また、 <option>の下の各タグは、すでに説明したものと同様である。図９と図
１０は、図１２に示した注文情報のデータスクリプトを車載情報端末１１４の表示部１２
０に表示した場合の一例を示す。
【００７０】
以上のように構成された本発明の実施の形態１である旅行先情報設定システムについて、
以下その動作を図１から図１２を参照しながら説明する。
【００７１】
まず、本実施の形態１のポイントを述べる。放送事業者１０１が放送した旅行番組と旅行
先情報に関連するデータをテレビ端末１０４が受信して表示部１１０に表示する。利用者
がその番組を視聴しながら必要に応じてテレビリモコン１０８を操作して、その旅行先情
報をメモリカード１１３にダウンロードする。利用者が実際にドライブへ出かける時に、
旅行先情報をメモリカード１１３から車載情報端末１１４へ設定し、この情報を使って車
両経路誘導のための目的地設定、およびインターネットを介した旅行先のリアルタイム情
報の取得と予約などを行うものである。
【００７２】
まず、利用者がテレビ番組を視聴して、旅行先情報をメモリカード１１３へダウンロード
するまでの動作を説明する。
【００７３】
放送事業者１０１は送信部１０３を介して旅行番組と番組に関連する旅行先情報のデータ
放送を送出する。図２が旅行先情報のデータ放送スクリプトの一例である。次に、テレビ
端末１０４の受信部１０５が番組放送とデータ放送を受信し、受信情報を全体制御部１１
１へ送る。全体制御部１１１は、受信情報を加工して表示部１１０に番組の映像とデータ
放送の情報を表示する。図３が表示部１１０の表示の一例である。全体制御部１１１は、
番組の映像を同図の３０５の部分に表示し、データ放送を図２のデータ放送スクリプトを
解読して３０１～３０４の部分に表示する。
【００７４】
以下、図２および図３を参照して、全体制御部１１１がデータ放送スクリプトを解読する
手順を説明する。まず、全体制御部１１１は、データ放送スクリプトのタグ <displaydata
>下の <title>の記述を読んで図３の３０１の部分に表示し、 <displaydata>下の <informat
ion>以下の記述を読んで３０２の部分に表示する。
【００７５】
ここで、 <information>以下の各タグ（ <address>等）の属性から「住所」等のタイトルを
付けて内容を表示する。さらに、全体制御部１１１は、 <comment>以下の各タグ <subcomme
nt>の記述を読んで図３の３０３の部分に表示し、図２のデータ放送スクリプトが <navipr
ogram>であることから、利用者に旅行情報を車載情報端末に設定するかどうかを確認する
ためのメニュー３０４を表示する。
【００７６】
ここで、もし利用者が番組映像を視聴しながら放送されている旅行先に興味を持ち、いつ
か機会があれば行ってみたいと思えば、テレビリモコン１０８を操作して、メニュー３０
４を選択する。リモコン受信部１０９はこの情報を受信すると、全体制御部１１１に旅行
先情報を車載情報端末１１４に設定すべきことを通知する。
【００７７】
これを受けて全体制御部１１１は以下の処理をする。まず、図２に示したデータ放送スク
リプトから <navidata>下のデータ放送スクリプトを切り出し、カードスロット部１０７へ
送出し、該スクリプトをメモリカード１１３へダウンロードするように指示する。カード
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スロット部１０７はメモリカード１１３に該スクリプトをダウンロードする。図４がダウ
ンロードされた <navidata>スクリプトの一例である。
【００７８】
同時に、全体制御部１１１は放送事業者１０１に対して利用者が旅行先情報をダウンロー
ドした旨を通知する。具体的には、全体制御部１１１が図２のデータ放送スクリプトから
放送事業者のＵＲＬ（ <tvurl>）を読み、モデム１０６を介して放送事業者１０１の視聴
情報取得部１０２へアクセスして、利用者がダウンロードした旨の情報を通知する。
【００７９】
放送事業者１０１はこの情報を利用して、ダウンロードの統計をとったり、旅行先情報が
広告放送であった場合に、スポンサーに広告費用を請求する等に利用することができる。
統計情報をとることは、今後のマーケティング戦略に生かすことができる等、その効果は
計り知れない。
【００８０】
なお、利用者はダウンロードする前にカードスロット部１０７にメモリカード１１３を差
し込んでおくことが望ましいが、全体制御部１１１からカードスロット部１０７へダウン
ロード指示が出た時に、カードスロット部１０７がメモリーカード１１３の有無を確認し
て、もしなければ全体制御部１１１へその旨を通知し、表示部１１０を介して利用者にメ
モリカードを設定すべきことを警告することも可能である。
【００８１】
次に、利用者が実際にドライブへ出かける時に、旅行先情報をメモリカード１１３から車
載情報端末１１４へ設定し、この情報を使って車両経路誘導のための目的地設定、および
インターネットを介した旅行先のリアルタイム情報の取得と予約などを行う場合の動作に
ついて説明する。
【００８２】
利用者は、車載情報端末１１４のカードスロット部１１８にデータ放送スクリプトをダウ
ンロードしたメモリカード１１３を差し込み、車載情報端末１１４の電源を入れ（図示せ
ず）、全体制御部１２１の指示で表示部１２０に初期画面を表示する。図５は初期画面の
一例を示す。
【００８３】
次に、利用者は同図の表示を見ながら、車載端末リモコン１１５を操作し、旅行先設定メ
ニューの中からメモリカードのメニュー５０１を選択する。車載端末リモコン１１５は、
この情報をリモコン受信部１１９へ発信し、さらにリモコン受信部１１９が全体制御部１
２１へ通知する。
【００８４】
全体制御部１２１は、カードスロット部１１８からメモリカード１１３内にダウンロード
された各旅行先情報 <navidata>の中から各タグ <title>を読み込んで表示部１２０に表示
する。図６はメモリカード１１３内にダウンロードされた旅行先情報一覧の表示例である
。さらに利用者は、同図の表示を見ながら車載端末リモコン１１５を操作して、設定した
い旅行先情報６０１を選択する。この時、この情報が車載端末リモコン１１５からリモコ
ン受信部１１９を介して、全体制御部１２１へ通知されるのは前述した通りである。
【００８５】
全体制御部１２１は、図４に示す <navidata>下のタグ <information>下の内容を読み、以
下に述べる手順で表示部１２０に表示する。図７に表示の一例を示すが、これはレストラ
ン情報の表示形式の例である。
【００８６】
まず、全体制御部１２１は、タグ <restaurant>を読み、旅行先情報のカテゴリがレストラ
ンであると判断し、あらかじめ規定されているレストラン情報の表示形式を選択する（図
示せず）。次に、全体制御部１２１は <restaurant>下のタグ <name>を読み込んで図７の７
０１に表示する。続いて、全体制御部１２１は、 <address>、 <tel>、 <email>、 <opentime
>、 <holiday>の各タグを読み、同図の７０２に表示する。さらに、全体制御部１２１は、
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<menu>下の各タグ <submenu>を読み、同図の７０３に表示する。ここで、メニューは横一
列に写真とともに表示し、もしメニュー数が多ければ次ページ以降に表示する。ちなみに
、利用者は車載端末リモコン１１５を操作して、図７の「次画面」のメニューを選択する
ことで、次ページ以降の画面を表示させることができるようになっている。
【００８７】
利用者は、図７の表示を見ながら旅行先情報を再確認し、目的地に設定すると判断した場
合に、車載端末リモコン１１５を操作して、目的地設定メニュー７０４を選択する。
【００８８】
最後に、全体制御部１２１は車載情報端末の目的地設定と目的地への経路設定、および旅
行先のリアルタイム情報を取得する。詳細は以下の通りである。まず、全体制御部１２１
は図４のデータスクリプトのタグ <point>以下を読み、旅行先の位置を取得する。取得し
た位置は経路設定部１１７へ送られ、経路設定部１１７はカーナビゲーションのための目
的地設定、および目的地への経路設定を行う。経路設定部 1１７は、公知のカーナビゲー
ションで実施されている方法を利用すれば良い。
【００８９】
次に、全体制御部１２１は、図４におけるタグ <url>を読み込み、旅行先のリアルタイム
情報にアクセスするためのＵＲＬを獲得し、通信部１１６へ送る。通信部１１６は、イン
ターネットにアクセスしてリアルタイム情報提供者１２２から旅行先のリアルタイム情報
のデータスクリプトを取得し、全体制御部１２１へ送る。
【００９０】
図１１は、リアルタイム情報のデータスクリプトの一例である。また、図１２は、図１１
のタグ <order>下の詳細なスクリプトである。全体制御部１２１は、このリアルタイム情
報のデータスクリプトを読み、表示部１２０に表示する。その表示例を図８～図１０に示
す。全体制御部１２１がデータスクリプトを順次読んで表示部１２０に表示する方法は、
前述の旅行先情報のデータスクリプトを表示する場合とまったく同様であるため、ここで
は図１１と図１２のデータスクリプトと図８～図１０の表示例との対応関係のみを説明す
る。
【００９１】
図１１におけるタグ <updatetime>が図８における８０１の現在状況の表示に、 <name>が８
０２のタイトル表示に、 <situation>下のタグ <photo>が写真８０３に、同じく <comment>
が８０４のコメントに、タグ <order>の存在が「ご注文画面へ」のメニュー８０５にそれ
ぞれ対応する。さらに、図１２のタグ <order>における <menu>下の <name>と <price>が図９
の料理メニュー９０２に、 <photo>が写真９０３に、 <option>下の <type>が９０４に、 <su
bmenu>下の <name>が９０５にそれぞれ対応している。
【００９２】
利用者は、図８の表示を見ながら車載端末リモコンを操作し、旅行先のリアルタイム情報
を確認するとともに、必要があればメニューを予約できる。メニューを予約する場合は、
利用者は図８の「ご注文画面へ」のメニュー８０５を車載端末リモコン１１５で選択し、
さらに図９の注文入力画面で料理メニューを選んで注文する。本実施の形態では、利用者
が図９における「注文確認へ」のメニュー９０１を選択して、図１０の注文確認表示を確
認して注文するようにしている。
【００９３】
利用者が、車載端末リモコン１１５で「注文する」のメニュー１００１を選択すると、全
体制御部１２１が注文情報のデータスクリプトを作成し、通信部１１６を介してリアルタ
イム情報提供者１２２へ送る。この時のデータスクリプトの作成は、図１２の注文情報の
データスクリプトにおけるタグ <amount>を利用者の注文数に書きかえれば良い。
【００９４】
なお、本発明の実施の形態１では、放送事業者１０１は電波を利用して番組を放送するこ
とを想定したが、ＣＡＴＶや光ファイバー等の有線ケーブルを利用して放送しても良く、
その形態にはこだわらない。またこの場合、利用者の視聴情報も同じ有線ケーブルを利用
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して放送事業者１０１に送ることも可能である。
【００９５】
なお、本発明の実施の形態１では、車載情報端末１１４は無線通信を利用してインターネ
ットにアクセスすることを想定したが、インターネットでなく無線通信と専用回線を利用
しても良く、その形態にはこだわらない。
【００９６】
なお、本発明の実施の形態１では、利用者がテレビ端末１０４で番組放送を視聴している
時に、車載情報端末１１４に設定する情報をダウンロードするように指示したが、テレビ
端末１０４がＨＤＤ１１２に番組放送とデータ放送とを一時蓄積しておき、利用者が蓄積
した放送を視聴する時に、ダウンロードするように指示しても構わない。詳細な説明は省
略するが、前記の動作は全体制御部１１１が受信部１０５から送られてきた放送と、ＨＤ
Ｄ１１２から送られてきた放送を切り替えるだけで、まったく同様に実現できる。
【００９７】
また、上述したように放送事業者１０１から放送されるデータ放送のスクリプトには、図
２に示すように、テレビ端末１０４で扱えるデータスクリプトに、車載情報端末１１４で
扱えるデータスクリプトが埋め込まれている。そして、テレビ端末１０４で取得されたデ
ータ放送のスクリプトのうち、車載情報端末１１４には、車載情報端末１１４が扱うこと
が出来るスクリプトのみがメモリカード１１３を介して渡されるので、車載情報端末１１
４は、自らが扱うことが出来るデータスクリプトのみを受け取ることが出来る。このよう
に、テレビ端末１０４と車載情報端末１１４とは扱うことが出来るデータスクリプトのフ
ォーマットが異なっているにもかかわらず、メモリーカード１１３を介して、テレビ端末
１０４から車載情報端末１１４に車載情報端末１１４が扱うことが出来るデータスクリプ
トを簡単に渡すことが出来る。なお、本実施の形態では、ＸＭＬ言語を採用したが、テレ
ビ端末１０４と車載情報端末１１４で使用するプログラム言語が異なっていても同様のデ
ータを受け渡すことが出来る。
【００９８】
以上説明したように、本発明の実施の形態１における旅行先情報設定システムによれば、
放送された旅行番組から旅行先情報を取得して車載情報端末に設定するために、目的地設
定や、リアルタイム情報の取得や予約がわずらわしい操作をせずに実行できる。そのため
、実用的な価値は非常に大きい。
【００９９】
（実施の形態２）
以下、本発明の実施の形態２における旅行先情報設定システムについて図面を参照しなが
ら説明する。本実施の形態２は、車載情報端末に設定する旅行先情報を本実施の形態１に
おけるメモリカードの代わりにデータベースに蓄積し、そのデータベースへのアクセスを
携帯電話やＰＤＡ等の携帯型端末を介して行うものである。そのため、利用者は日常身に
つけている携帯型端末を所持しておけば良く、カードを忘れるといった問題を回避するこ
とができる。
【０１００】
図１３は本発明の実施の形態２における旅行先情報設定システムの構成図を示す。同図に
おいて、１３０１は車載情報端末に設定する旅行先情報を蓄積する情報蓄積部であり、１
３０２は携帯電話やＰＤＡ、ウェアラブルコンピュータ等の利用者が日常身につける携帯
型端末であり、１３０３は携帯型端末１３０２のインターネット通信を制御する通信部で
あり、１３０４は情報蓄積部１３０１の URLを保持しているアドレス記憶部であり、１３
０５が携帯型端末１３０２の全体動作を制御する制御部であり、１３０６はテレビ端末１
０４の携帯型端末接続部であり、１３０７は車載情報端末１１４の携帯型端末接続部であ
る。その他は、図１における本発明の実施の形態１と同様の構成であるため、詳細な説明
は省略する。
【０１０１】
以上のように構成された本発明の実施の形態２における旅行先情報設定システムについて
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、以下図４と図１３を参照してその動作を説明する。
【０１０２】
説明をわかりやすくするために、実施の形態１と異なる点のみを説明する。すなわち、本
発明の実施の形態１では、放送事業者１０１が提供したデータ放送スクリプトの中から車
載情報端末１１４に設定する旅行先情報をメモリカード１１３にダウンロードしたが、本
発明の実施の形態２では、携帯型端末１３０２のインターネット通信機能を利用してイン
ターネット上の情報蓄積部１３０１にダウンロードする。
【０１０３】
まず、利用者は携帯型端末接続部１３０６に携帯型端末１３０２を接続する。利用者が放
送された旅行先情報をダウンロードすると判断した時、全体制御部１１１が携帯型端末接
続部１３０６に対し、図４に示したデータスクリプトをダウンロードするように指示する
。携帯型端末接続部１３０６は、携帯型端末１３０２の制御部１３０５にデータスクリプ
トをダウンロードすることを通知する。
【０１０４】
制御部１３０５は、アドレス記憶部１３０４に保持している情報蓄積部１３０１のＵＲＬ
と、データスクリプトを通信部１３０３へ送るとともに、インターネットへアクセスする
ように指示する。通信部１３０３は、該ＵＲＬを用いてインターネットへアクセスし、デ
ータスクリプトを情報蓄積部１３０１に蓄積する。
【０１０５】
次に、利用者が実際にドライブに行く時には、利用者は携帯型端末接続部１３０７に携帯
型端末１３０２を接続する。利用者が情報蓄積部１３０１にあらかじめ蓄積しておいたデ
ータスクリプトを必要とした時に、全体制御部１２１の指示で、携帯型端末接続部１３０
７が携帯型端末１３０２介して、インターネット上の情報蓄積部１３０１からデータスク
リプトを取得する。
【０１０６】
さらに、携帯型端末接続部１３０７は、取得したデータスクリプトを全体制御部１２１へ
送る。携帯型端末１３０２がインターネットへアクセスする動作の詳細は、ダウンロード
の部分で説明した方法とまったく同様である。
【０１０７】
本発明の実施の形態３における旅行先情報設定システムのその他の動作については、本実
施の形態１とまったく同様であるため説明は省略する。
【０１０８】
なお、携帯型端末１３０２は、携帯電話やＰＤＡ、ウェアラブルコンピュータ等を想定し
たが、利用者が日常身につけている情報端末であれば、これに限るものではない。また、
携帯型端末１３０２はインターネットを介して情報蓄積部１３０１にアクセスしたが、情
報蓄積部１３０１がホームサーバーのような家庭内の情報蓄積装置で構成され、その情報
蓄積装置へのアクセスがインターネット以外の近距離無線通信手段であっても良い。ただ
し、この時車載情報端末１１４が通常置かれている場所、例えば自宅近辺の駐車場からで
もアクセス可能なことが条件である。また、情報蓄積部１３０１の設置場所は、上記以外
でも良く、放送事業者１０１内、テレビ端末１０４内、車載情報端末１１４内にあっても
よい。
【０１０９】
なお、本発明の実施の形態１では、利用者がテレビ端末１０４で番組放送を視聴している
時に、車載情報端末１１４に設定する情報をダウンロードするように指示したが、テレビ
端末１０４がＨＤＤ１１２に番組放送とデータ放送を一時蓄積しておき、利用者が蓄積し
た放送を視聴する時に、ダウンロードするように指示しても構わない。詳細な説明は省略
するが、前記の動作は全体制御部１１１が受信部１０５から送られてきた放送と、ＨＤＤ
１１２から送られてきた放送を切り替えるだけで、まったく同様に実現できる。
【０１１０】
以上説明したように、本発明の実施の形態２における旅行先情報設定システムによれば、
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放送された旅行番組から旅行先情報を取得して車載情報端末に設定するために、目的地設
定や、リアルタイム情報の取得や予約がわずらわしい操作をせずに実行できる。また、利
用者は日常身につけている携帯型端末を保持していれば良いため、カードを忘れるといっ
た問題も回避することができる。そのため、実用的な価値は非常に大きい。
【０１１１】
（実施の形態３）
以下、本発明の実施の形態３における旅行先情報設定システムについて図面を参照しなが
ら説明する。本実施の形態３は、車載情報端末に設定する旅行先情報を本実施の形態１に
おけるメモリカードの代わりにデータベースに蓄積し、車載情報端末が、携帯電話やＰＤ
Ａ等の携帯型端末からデータベースのアドレスを取得して、そのデータベースへのアクセ
スを行うものである。そのため、実施の形態２と同様に利用者は日常身につけている携帯
型端末を所持しておけば良く、カードを忘れるといった問題を回避することができる。
【０１１２】
図１３は本発明の実施の形態３における旅行先情報設定システムの構成図を示す。本実施
の形態３における旅行先情報設定システムは、実施の形態２と同様の構成であるため、詳
細な説明は省略する。
【０１１３】
以上のように構成された本発明の実施の形態３における旅行先情報設定システムについて
、以下図４と図１３を参照してその動作を説明する。
【０１１４】
説明をわかりやすくするために、実施の形態１と実施の形態２との相違点を中心に説明す
る。すなわち、本実施の形態３では、実施の形態２と同様に携帯型端末１３０２のインタ
ーネット通信機能を利用してインターネット上の情報蓄積部１３０２に旅行先情報をダウ
ンロードするが、実施の形態２とは異なり、車載情報端末１１４自らが情報蓄積部１３０
１から旅行先情報をダウンロードして取得する。
【０１１５】
まず、利用者は携帯型端末接続部１３０６に携帯型端末１３０２を接続する。利用者が放
送された旅行先情報をダウンロードすると判断した時、全体制御部１１１が携帯型端末接
続部１３０６に対し、図４に示したデータスクリプトをダウンロードするように指示する
。携帯型端末接続部１３０６は、携帯型端末１３０２の制御部１３０５にデータスクリプ
トをダウンロードすることを通知する。
【０１１６】
制御部１３０５は、アドレス記憶部１３０４に保持している情報蓄積部１３０１のＵＲＬ
と、データスクリプトを通信部１３０３へ送るとともに、インターネットへアクセスする
ように指示する。通信部１３０３は、該ＵＲＬを用いてインターネットへアクセスし、デ
ータスクリプトを情報蓄積部１３０１に蓄積する。
【０１１７】
次に、利用者が実際にドライブに行く時には、利用者は携帯型端末接続部１３０７に携帯
型端末１３０２を接続する。利用者が情報蓄積部１３０１にあらかじめ蓄積しておいたデ
ータスクリプトを必要とした時に、全体制御部１２１の指示で、携帯型端末接続部１３０
７が携帯型端末１３０２に、情報蓄積部１３０１のＵＲＬを要求する。この要求に従って
、携帯型端末１３０２の制御部１３０５は、アドレス記憶部１３０４から情報蓄積部１３
０１のＵＲＬを読み出して、携帯型端末接続部１３０７に読み出したＵＲＬを出力する。
【０１１８】
携帯型端末接続部１３０７は、携帯型端末１３０２から入力された情報蓄積部１３０１の
ＵＲＬを全体制御部１２１に出力し、全体制御部１２１は、通信部１１６にこのＵＲＬを
出力するとともに、通信部１１６に情報蓄積部１３０１からデータスクリプトを取得する
よう指示する。これを受けて通信部１１６は、インターネットにアクセスし、情報蓄積部
１３０１から全体制御部１２１から入力されたＵＲＬで指定されるデータスクリプトをダ
ウンロードし、全体制御部１２１へ送る。
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【０１１９】
本発明の実施の形態２における旅行先情報設定システムのその他の動作については、本実
施の形態１とまったく同様であるため説明は省略する。
【０１２０】
以上説明したように、本発明の実施の形態３における旅行先情報設定システムによれば、
放送された旅行番組から旅行先情報を取得して車載情報端末に設定するために、目的地設
定や、リアルタイム情報の取得や予約がわずらわしい操作をせずに実行できる。また、利
用者は日常身につけている携帯型端末を保持していれば良いため、カードを忘れるといっ
た問題も回避することができる。そのため、実用的な価値は非常に大きい。
【０１２１】
（実施の形態４）
以下、本発明の実施の形態４における旅行先情報設定システムについて図面を参照しなが
らその動作を説明する。本実施の形態４では、車載情報端末に設定する旅行先情報を放送
事業者がデータ放送でテレビ端末に送るのではなく、利用者の要求を受けて、放送事業者
が直接データベースに蓄積し、利用者が実際にドライブに行く場合に、車載情報端末から
このデータベースへアクセスして旅行先情報を設定するものである。そのため、利用者は
旅行先情報のダウンロードを意識せずに、きわめて自然に車載情報端末に旅行先情報を設
定することができる。
【０１２２】
図１４は本発明の実施の形態４における旅行先情報設定システムの構成図を示す。同図に
おいて、１４０１は情報蓄積部１３０１へアクセスするための通信制御を行う通信制御部
であり、１４０２は放送事業者１０１が情報蓄積部１３０１へアクセスするための情報を
保持するテーブル部であり、１４０３はテレビ端末１０４を識別するためのＩＤを保持す
るテレビ端末ＩＤ記憶部であり、１４０４は車載情報端末を識別するためのＩＤと情報蓄
積部１３０１のＵＲＬを保持する車載情報端末ＩＤ記憶部である。その他は、図１におけ
る本発明の実施の形態１、および図１３における本発明の実施の形態２と同様な構成であ
るため、詳細な説明は省略する。
【０１２３】
図１５はテーブル部１４０２の構造を示す図である。同図において、１５０１はＴＶ端末
ＩＤを保持するＴＶ端末ＩＤ保持部であり、１５０２は車載情報端末ＩＤを保持する車載
情報端末ＩＤ保持部であり、このテーブルは各々ＴＶ端末ＩＤと車載情報端末ＩＤとの対
応関係を示している。また、１５０３は、情報蓄積部１３０１のＵＲＬを保持するＵＲＬ
保持部である。
【０１２４】
以上のように構成された本発明の実施の形態４における旅行先情報設定システムについて
、以下図１４と図１５を用いてその動作を説明する。説明をわかりやすくするため、実施
の形態１および実施の形態２と異なる部分のみを説明する。
【０１２５】
すなわち、本実施の形態４は、旅行先情報を放送事業者１０１が直接情報蓄積部１３０１
へ蓄積しておくものである。
【０１２６】
まず、利用者が放送された旅行先情報を後日必要とすると判断した時に、全体制御部１１
１がモデム１０６に対して、放送事業者１０１に旅行先情報を情報蓄積部１３０１に蓄積
するように指示する。
【０１２７】
同時に、全体制御部１１１は、テレビ端末ＩＤ記憶部１４０３からテレビ端末ＩＤを取得
してモデム１０６へ送る。モデム１０６は放送事業者１０１へテレビ端末ＩＤとともに、
現在放送中の番組の旅行先情報を情報蓄積部１３０１に蓄積するように指示する。
【０１２８】
視聴情報取得部１０２はこの指示とテレビ端末ＩＤを通信制御部１４０１に送る。通信制
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御部１４０１は、テーブル部１４０２を参照し、テレビ端末ＩＤに対応する車載情報端末
ＩＤを取得し、またＵＲＬ保持部１５０３を参照し、テレビ端末１０４に対応する情報蓄
積部１３０１のＵＲＬを取得する。そして、通信制御部１４０１は該ＵＲＬを用いてイン
ターネットへアクセスし、情報蓄積部１３０１に車載情報端末に設定する旅行先情報を車
載情報端末ＩＤが指定する部分に蓄積しておく。車載情報端末に設定する旅行先情報は、
実施の形態１および実施の形態２と同様、図４に示したデータスクリプトである。
【０１２９】
また、この時同時に放送事業者１０１は利用者が旅行先情報をダウンロードしたことがわ
かるため、本発明の実施の形態１や実施の形態２、および実施の形態３と同様にこの情報
を使って統計をとったり、スポンサーに広告費用を請求する等に利用することができる。
また、本実施の形態では、利用者のＩＤに匹敵するテレビ端末ＩＤを取得できるため、統
計をとることで利用者の好みを抽出することも可能である。
【０１３０】
次に、利用者が実際にドライブする時には、全体制御部１２１は車載情報端末ＩＤ記憶部
１４０４から車載情報端末ＩＤと情報蓄積部１３０１のＵＲＬを取得し、通信部１１６へ
送る。通信部１１６は、該ＵＲＬを用いてインターネットへアクセスし、情報蓄積部１３
０１の車載情報端末ＩＤが指定する部分から旅行先情報のデータスクリプトを取得する。
通信部１１６は取得したデータスクリプトを全体制御部１２１へ送る。
【０１３１】
その他の動作については、本実施の形態１とまったく同様であるため説明は省略する。
【０１３２】
最後に、テーブル部１４０２の作成方法について述べる。例えば、まず、テレビ端末ＩＤ
はテレビ端末１０４が製造された時点で、テレビ端末ＩＤ記憶部１４０３にインプリメン
トしておく。次に、利用者がテレビ端末１０４を購入した際、電器店が顧客の住所等の個
人情報とテレビ端末ＩＤを放送事業者へ提供し、テレビ放送事業者はこれらの情報をデー
タベースに残しておく。
【０１３３】
車載情報端末ＩＤについても同様に、車載情報端末１１４が製造された時点で車載情報端
末ＩＤ記憶部１４０４にインプリメントしておく。同じ利用者が車載情報端末１１４を購
入した際、情報蓄積部１３０１を運営するサービス事業者へ車載情報端末ＩＤと住所等の
個人情報を登録する。そして、このサービス事業者は放送事業者１０１に車載情報端末Ｉ
Ｄと顧客の住所等の個人情報、および情報蓄積部１３０１のＵＲＬを提供する。
【０１３４】
放送事業者１０１は、利用者がテレビ端末１０４を購入した際、データベースに残してお
いた情報から同じ個人情報を持つ顧客を探し、該当する顧客が存在すれば、テレビ端末Ｉ
Ｄ、車載情報端末ＩＤ、情報蓄積部１３０１のＵＲＬセットにしてテーブル部１４０２及
びＵＲＬ保持部１５０３に格納する。
【０１３５】
このように、本実施の形態４では、テーブル部１４０２にはＴＶ端末ＩＤと車載情報端末
ＩＤとが保持されている。そして、テレビ端末１０４には、テレビ端末１０４を識別する
ためのテレビ端末ＩＤが付されている。また、車載情報端末１１４には、車載情報端末１
１４を識別するための車載情報端末ＩＤが付されている。そして、放送事業者１０１は、
テレビ端末ＩＤと車載情報端末ＩＤとを対応付ける情報をテーブル部１４０２に保持して
いる。テレビ端末１０４は、放送事業者１０１に要求する際に、自らのテレビ端末ＩＤを
も放送事業者１０１に通知し、放送事業者１０１は、その対応付ける情報であるテーブル
部１４０２に保持されている情報を参照して、通知されたテレビ端末ＩＤに対応する車載
情報端末ＩＤと要求されたデータスクリプトとを組にして、情報蓄積部１３０１に蓄積し
、車載情報端末１１４は、自らの車載情報端末ＩＤを利用して、情報蓄積部１３０１から
対応するデータスクリプトを取得するとして説明した。
【０１３６】
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しかしながら、これに限らず、テーブル部１４０２には、ＴＶ端末ＩＤのみを保持し、車
載情報端末ＩＤを保持しなくても構わない。また、テーブル部１４０２には、車載情報端
末ＩＤのみを保持し、ＴＶ端末ＩＤを保持しなくても構わない。
【０１３７】
すなわち、テーブル部１４０２にＴＶ端末ＩＤのみを保持し、車載情報端末ＩＤを保持し
ない場合には、次のようにしてデータスクリプトを車載情報端末１１４にダウンロードす
ることが出来る。
【０１３８】
まず、利用者が放送された旅行先情報を後日必要とすると判断した時に、全体制御部１１
１がモデム１０６に対して、放送事業者１０１に旅行先情報を情報蓄積部１３０１に蓄積
するように指示する。
【０１３９】
同時に、全体制御部１１１は、テレビ端末ＩＤ記憶部１４０３からテレビ端末ＩＤを取得
してモデム１０６へ送る。モデム１０６は放送事業者１０１へテレビ端末ＩＤとともに、
現在放送中の番組の旅行先情報を情報蓄積部１３０１に蓄積するように指示する。
【０１４０】
視聴情報取得部１０２はこの指示とテレビ端末ＩＤを通信制御部１４０１に送る。通信制
御部１４０１は、ＵＲＬ保持部１５０３を参照し、テレビ端末１０４に対応する情報蓄積
部１３０１のＵＲＬを取得する。そして、通信制御部１４０１は該ＵＲＬを用いてインタ
ーネットへアクセスし、情報蓄積部１３０１に車載情報端末に設定する旅行先情報をテレ
ビ端末ＩＤが指定する部分に蓄積しておく。
【０１４１】
次に、利用者が実際にドライブする時には、全体制御部１２１は車載情報端末ＩＤ記憶部
１４０４からテレビ端末ＩＤと情報蓄積部１３０１のＵＲＬを取得し、通信部１１６へ送
る。なお、車載情報端末ＩＤ記憶部１４０４には予めテレビ端末ＩＤと情報蓄積部１３０
１のＵＲＬが保持されているものとする。通信部１１６は、該ＵＲＬを用いてインターネ
ットへアクセスし、情報蓄積部１３０１のテレビ端末ＩＤが指定する部分から旅行先情報
のデータスクリプトを取得する。通信部１１６は取得したデータスクリプトを全体制御部
１２１へ送る。
【０１４２】
このように、テレビ端末１０４には、テレビ端末１０４を識別するためのテレビ端末ＩＤ
が付されており、テレビ端末１０４は、放送事業者１０１に要求する際に、自らのテレビ
端末ＩＤをも放送事業者１０１に通知し、放送事業者１０１は、通知されたテレビ端末Ｉ
Ｄと要求されたデータスクリプトとを組にして、前情報蓄積部１３０１に蓄積し、車載情
報端末１１４は、入力されたテレビ端末ＩＤを利用して情報蓄積部１３０１から対応する
データスクリプトを取得しても構わない。
【０１４３】
また、テーブル部１４０２に車載情報端末ＩＤのみを保持し、ＴＶ端末ＩＤを保持しない
場合には、次のようにしてデータスクリプトを車載情報端末１１４にダウンロードするこ
とが出来る。
【０１４４】
まず、利用者が放送された旅行先情報を後日必要とすると判断した時に、全体制御部１１
１がモデム１０６に対して、放送事業者１０１に旅行先情報を情報蓄積部１３０１に蓄積
するように指示する。
【０１４５】
同時に、全体制御部１１１は、テレビ端末ＩＤ記憶部１４０３から車載情報端末ＩＤを取
得してモデム１０６へ送る。なお、車載情報端末ＩＤは予め保持されているものとする。
モデム１０６は放送事業者１０１へ車載情報端末ＩＤとともに、現在放送中の番組の旅行
先情報を情報蓄積部１３０１に蓄積するように指示する。
【０１４６】
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視聴情報取得部１０２はこの指示と車載情報端末ＩＤを通信制御部１４０１に送る。通信
制御部１４０１は、ＵＲＬ保持部１５０３を参照し、車載情報端末１１４に対応する情報
蓄積部１３０１のＵＲＬを取得する。そして、通信制御部１４０１は該ＵＲＬを用いてイ
ンターネットへアクセスし、情報蓄積部１３０１に車載情報端末に設定する旅行先情報を
車載情報端末ＩＤが指定する部分に蓄積しておく。
【０１４７】
次に、利用者が実際にドライブする時には、全体制御部１２１は車載情報端末ＩＤ記憶部
１４０４から車載情報端末ＩＤと情報蓄積部１３０１のＵＲＬを取得し、通信部１１６へ
送る。なお、車載情端末ＩＤ記憶部１４０４には予め車載情報端末ＩＤと情報蓄積部１３
０１のＵＲＬが保持されているものとする。通信部１１６は、該ＵＲＬを用いてインター
ネットへアクセスし、情報蓄積部１３０１の車載情報端末ＩＤが指定する部分から旅行先
情報のデータスクリプトを取得する。通信部１１６は取得したデータスクリプトを全体制
御部１２１へ送る。
【０１４８】
このように、車載情報端末１１４には、車載情報端末１１４を識別するための車載情報端
末ＩＤが付されており、テレビ端末１０４は、放送事業者１０１に要求する際に、入力さ
れた車載情報端末ＩＤをも放送事業者１０１に通知し、放送事業者１０１は、通知された
車載情報端末ＩＤと要求されたデータスクリプトとを組にして、情報知己席部１３０１に
蓄積し、車載情報端末１１４は、自ら車載情報端末ＩＤを利用して、情報蓄積部１３０１
から対応するデータスクリプトを取得しても構わない。
【０１４９】
なお、情報蓄積部１３０１を運営するサービス事業者は放送事業者と一致しても良い。ま
た、個人情報は個人ＩＤ等の特別な番号で構成されていても良い。
【０１５０】
また、車載情報端末１１４の車載情報端末ＩＤ記憶部１４０４に保持する情報蓄積部１３
０１のＵＲＬは、車載情報端末の製造時にインプリメントしても良いし、購入時に設定で
きるようにしても良い。
【０１５１】
さらに、前記した放送事業者１０１が個人情報をキーにデータベースを参照してテーブル
部１４０２及びＵＲＬ保持部１５０３に格納する処理も、情報技術を使って自動的に処理
することも可能である。
【０１５２】
以上説明したように、本発明の実施の形態４における旅行先情報設定システムによれば、
放送された旅行番組から旅行先情報を取得して車載情報端末１１４に設定するために、目
的地設定や、リアルタイム情報の取得や予約がわずらわしい操作をせずに実行できる。ま
た、利用者は車載情報端末１１４に設定する旅行先情報をメモリカードや携帯型端末でア
クセスする必要がないため、きわめて自然に操作することができる。さらに、メモリカー
ドや携帯型端末の紛失や携帯忘れ等の問題も発生しない。そのため、実用的な価値は非常
に大きい。
【０１５３】
なお、図１４で情報蓄積部１３０１は一つしか図示していないが、複数あっても良い。ま
た、情報蓄積部１３０１の設置場所は限定されるものではなく、放送事業者１０１内、テ
レビ端末１０４内、車載情報端末１１４内にあっても良い。
【０１５４】
また、上記の説明では、利用者がテレビ端末１０４で番組放送を視聴している時に、車載
情報端末１１４に設定する情報をダウンロードするように指示したが、テレビ端末１０４
がＨＤＤ１１２に番組放送とデータ放送を一時蓄積しておき、利用者が蓄積した放送を視
聴する時に、ダウンロードするように指示しても構わない。ただし、詳細な説明は省略す
るが、この時には放送事業者１０１がどの番組の旅行先情報を蓄積すれば良いかを判断す
るために、番組ＩＤをモデム１０６を介して放送事業者１０１へ提供する必要がある。こ
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れは、放送データの中に番組ＩＤを付けて送ることで実現できる。
【０１５５】
なお、本発明における実施の形態の説明では、車載情報端末１１４へ旅行先情報を設定し
たが、例えば歩行者のナビゲーション機能を有する携帯型情報端末でも同様に設定するこ
とができる。
【０１５６】
また、本発明における実施の形態の説明では、旅行先としてレストランを想定したが、遊
園地や温泉等、旅行先に設定できるものは他にも色々あり、レストランのみに限られるも
のではない。例えば、旅行先が遊園地の場合には、リアルタイム情報の例として、園内や
アトラクション、駐車場の混雑状況、予約の例として、駐車場やベビーカーの予約やチケ
ット購入等が挙げられる。また、旅行先がホテルや旅館の場合には、リアルタイム情報の
例として、空部屋情報、予約の例として、食事や宿泊の予約や宿泊のキャンセル等が挙げ
られる。さらに、博物館や展示会場の場合には、リアルタイム情報の例として、展示品や
展示品の展示期間、展示説明時間や混雑状況などがあり、予約関の例として、チケット購
入や展示説明の予約等が挙げられる。
【０１５７】
なお、本発明は、上述した本発明のシステム（装置、回路等）の全部または一部の手段（
または、装置、素子、回路、部等）の機能をコンピュータにより実行させるためのプログ
ラムであって、コンピュータと協働して動作するプログラムである。
【０１５８】
さらに、本発明は、上述した本発明のナビゲーション方法の全部または一部のステップ（
または、工程、動作、作用等）の動作をコンピュータにより実行させるためのプログラム
であって、コンピュータと協働して動作するプログラムである。
【０１５９】
さらに、本発明は、上述した本発明のシステム（装置、回路等）の全部または一部の手段
の全部または一部の機能をコンピュータにより実行させるためのプログラムを担持した媒
体であり、コンピュータにより読み取り可能且つ、読み取られた前記プログラムが前記コ
ンピュータと協動して前記機能を実行する媒体である。
【０１６０】
さらに、本発明は、上述した本発明のナビゲーション方法の全部または一部のステップの
全部または一部の動作をコンピュータにより実行させるためのプログラムを担持した媒体
であり、コンピュータにより読み取り可能且つ、読み取られた前記プログラムが前記コン
ピュータと協動して前記動作を実行する媒体である。
【０１６１】
なお、本発明の一部の手段（または、装置、素子、回路、部等）、本発明の一部のステッ
プ（または、工程、動作、作用等）とは、それらの複数の手段またはステップの内の、幾
つかの手段またはステップを意味し、あるいは、一つの手段またはステップの内の、一部
の機能または一部の動作を意味するものである。
【０１６２】
また、本発明のプログラムを記録した、コンピュータに読みとり可能な記録媒体も本発明
に含まれる。
【０１６３】
また、本発明のプログラムの一利用形態は、コンピュータにより読み取り可能な記録媒体
に記録され、コンピュータと協働して動作する態様であっても良い。
【０１６４】
また、本発明のプログラムの一利用形態は、伝送媒体中を伝送し、コンピュータにより読
みとられ、コンピュータと協働して動作する態様であっても良い。
【０１６５】
また、本発明のデータ構造としては、データベース、データフォーマット、データテーブ
ル、データリスト、データの種類などを含む。
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【０１６６】
また、記録媒体としては、ＲＯＭ等が含まれ、伝送媒体としては、インターネット等の伝
送媒体、光・電波・音波等が含まれる。
【０１６７】
また、上述した本発明のコンピュータは、ＣＰＵ等の純然たるハードウェアに限らず、フ
ァームウェアや、ＯＳ、更に周辺機器を含むものであっても良い。
【０１６８】
なお、以上説明した様に、本発明の構成は、ソフトウェア的に実現しても良いし、ハード
ウェア的に実現しても良い。
【０１６９】
なお、本発明のナビゲーション用情報は、本実施の形態における旅行先情報に限らず、外
出して食事をするためのグルメ情報、外出して買い物をするためのバーゲン情報、外出し
て映画を鑑賞するための映画情報、外出してスポーツを観戦するためのスポーツ情報など
、要するに本発明のナビゲーション用情報とは、利用者が外出した際に利用出来る情報で
ありさえすればよい。例えば本発明のナビゲーション情報がバーゲン情報である場合には
、本実施の形態の旅行先情報データスクリプトとしてバーゲン情報を表示するための情報
を保持するスクリプトを用いればよい。
【０１７０】
　なお、本実施の形態の放送事業者１０１は本発明の第１ の例であり、本実施の形態
のテレビ端末１０４は本発明の第２ の例であり、本実施の形態の車載情報端末１１４
は本発明の第３ の例であり、本実施の形態のテレビ端末ＩＤは本発明の第１のＩＤの
例であり、本実施の形態の車載情報端末ＩＤは本発明の第２のＩＤの例であり、本実施の
形態の情報蓄積部１３０１は本発明の情報蓄積手段の例であり、本実施の形態の携帯型端
末１３０２は本発明の携帯型情報処理手段の例であり、本実施の形態のメモリカード１１
３は本発明の携帯型記憶手段の例であり、本実施の形態のタグ <navidata>で示される各旅
行先情報データスクリプトは本発明のナビゲーション用情報の例である。
【０１７１】
なお、本発明のシステムで用いられる放送受信システム（テレビ端末等）の例としては、
以下のものであってもよい。
【０１７２】
（例１）送信者によって送信された番組及び／または広告と、番組及び／または広告に加
えて送信されたナビゲーション用情報とを、受信する手段と、番組及び／または広告を表
示する表示手段と、受信手段によって受信された番組等の情報およびナビゲーション用情
報のうち、ナビゲーション情報を選択する手段と、ナビゲーション用情報を携帯型記憶手
段あるいは携帯型情報処理手段に記憶させる手段とを、有する放送受信システム。
【０１７３】
（例２）情報蓄積手段を有しており、利用者の要求に応じて、番組及び／または広告に関
連するナビゲーション用情報を情報蓄積手段にダウンロードすることを、番組及び／また
は広告の送信者に要求する手段を、例１に記載の放送受信システムに付加したもの。
【０１７４】
（例３）利用者の要求に応じて、番組及び／または広告に関連するナビゲーション用情報
を、外部の情報蓄積手段にダウンロードすることを、番組及び／または広告の送信者に要
求する手段を、例１に記載の放送受信システムに付加したもの。
【０１７５】
（例４）例２または例３の放送受信システムにおいて、利用者が用いる放送受信端末を示
す第一のＩＤと利用者が用いるナビゲーション端末を示す第二のＩＤとの少なくとも一方
、および、利用者が要求したナビゲーション用情報を、情報蓄積手段が保持することとし
たもの。
【０１７６】
（例５）例２または例３の放送受信システムにおいて、利用者が用いる放送受信端末を示
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す第一のＩＤと利用者が用いるナビゲーション端末を示す第二のＩＤとを対応付ける情報
と、対応付ける情報により得た、利用者から通知された第一のＩＤに対応する第二のＩＤ
と、利用者が要求したナビゲーション用情報とを、情報蓄積手段が保持することとしたも
の。
【０１７７】
（例６）例２または例３の放送受信システムにおいて、利用者が用いる放送受信端末を示
す第一のＩＤと利用者が用いるナビゲーション端末を示す第二のＩＤとを対応付ける情報
と、対応付ける情報により得た、利用者から通知された第二のＩＤに対応する第一のＩＤ
と、利用者が要求したナビゲーション用情報とを、情報蓄積手段が保持することとしたも
の。
【０１７８】
（例７）例２または例３の放送受信システムにおいて、ナビゲーション用情報を情報蓄積
手段にダウンロードすることを送信者に要求する際に、利用者が用いる放送受信端末を示
すＩＤを送信者に対して通知することとしたもの。
【０１７９】
（例８）例２または例３の放送受信システムにおいて、ナビゲーション用情報を情報蓄積
手段にダウンロードすることを送信者に要求する際に、利用者が使用するナビゲーション
端末を示すＩＤを送信者に対して通知することとしたもの。
【０１８０】
さらに、本発明のシステムで用いられるナビゲーションシステム（ナビゲーション端末な
ど）の例としては、以下のものであってもよい。
【０１８１】
（例１）記憶手段と、表示手段と、情報蓄積手段と、携帯型情報処理手段から、携帯型情
報処理手段がナビゲーション用情報を格納した情報蓄積手段のアドレスを取得するための
入力手段と、前記アドレスにアクセスして、情報蓄積手段からナビゲーション用情報を取
得するための通信手段とを有し、通信手段を介して取得したナビゲーション情報を記憶手
段に記憶させ、表示手段により、記憶手段に記憶されたナビゲーション用情報に基づいた
ナビゲーション表示を行うことを特徴とするナビゲーションシステム。
【０１８２】
（例２）例１のナビゲーションシステムにおいて、利用者が用いる放送受信端末を示す第
一のＩＤと利用者が用いるナビゲーション端末を示す第二のＩＤとの少なくとも一方、お
よび、利用者が要求したナビゲーション用情報を、情報蓄積手段が保持することとしたも
の。
【０１８３】
（例３）例１のナビゲーションシステムにおいて、利用者が用いる放送受信端末を示す第
一のＩＤと利用者が用いるナビゲーション端末を示す第二のＩＤとを対応付ける情報と、
対応付ける情報により得た、利用者から通知された第一のＩＤに対応する第二のＩＤと、
利用者が要求したナビゲーション用情報とを、情報蓄積手段が保持することとしたもの。
【０１８４】
（例４）例１のナビゲーションシステムにおいて、利用者が用いる放送受信端末を示す第
一のＩＤと利用者が用いるナビゲーション端末を示す第二のＩＤとを対応付ける情報と、
対応付ける情報により得た、利用者から通知された第二のＩＤに対応する第一のＩＤと、
利用者が要求したナビゲーション用情報とを、情報蓄積手段が保持することとしたもの。
【０１８５】
（例５）例２、例３、例４のナビゲーションシステムの各々において、情報蓄積手段にア
クセスする際に、利用者が用いる放送受信端末を示すＩＤを情報蓄積手段に対して通知す
ることとしたもの。
【０１８６】
（例６）例２、例３、例４のナビゲーションシステムの各々において、情報蓄積手段にア
クセスする際に、利用者が使用するナビゲーション端末を示すＩＤを情報蓄積手段に対し
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て通知することとしたもの。
【０１８７】
以上説明したように本実施の形態における旅行先情報設定システムによれば、旅行先情報
を電子データとしてダウンロードしておくため、利用者が番組内で放送された旅行先情報
のメモをとることなしに、旅行先情報を車載情報端末に設定することができる。そのため
、利用者は手書きのメモを見ながら車載情報端末を設定する必要がなく、わずらわしい手
間が大きく省ける。また、本実施の形態は情報蓄積手段を持ち、情報蓄積手段に接続する
ことで旅行先情報を取得するため、旅行先情報を紛失しないようにすることができる。そ
のため、その実用的価値は非常に大きい。
【０１８８】
【発明の効果】
　以上説明したところから明らかなように、放送により取得したナビゲーション用情報を
、実際に外出する際に利用する場合には、いちいちその取得したナビゲーション用情報を
手作業で入力し直す必要がなく、従って手間のかからない を提供することが出来る。
【０１８９】
　また、本発明は、放送により取得したナビゲーション用情報を、実際に外出する際に利
用する場合には、手作業で入力し直す必要がなく、従って、誤ったナビゲーション用情報
が入力されることがなく、またナビゲーション用情報が紛失したりしない を提供する
ことが出来る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態１における旅行先情報設定システムの構成図
【図２】本発明の実施の形態における旅行先情報のデータ放送スクリプトの一例を示す図
【図３】本発明の実施の形態における旅行先に関連する番組と旅行先情報のテレビ端末表
示の一例を示す図
【図４】本発明の実施の形態における車載情報端末に設定する旅行先のデータスクリプト
の一例を示す図
【図５】本発明の実施の形態における車載情報端末の初期画面表示の一例を示す図
【図６】本発明の実施の形態におけるメモリーカード内の旅行先情報一覧表示の一例を示
す図
【図７】本発明の実施の形態における車載情報端末の旅行先情報表示の一例を示す図
【図８】本発明の実施の形態における旅行先のリアルタイム情報表示の一例を示す図
【図９】本発明の実施の形態における注文入力表示の一例を示す図
【図１０】本発明の実施の形態における注文確認表示の一例を示す図
【図１１】本発明の実施の形態におけるリアルタイム情報のデータスクリプトの一例を示
す図
【図１２】本発明の実施の形態における注文情報のデータスクリプトの一例を示す図
【図１３】本発明の実施の形態２及び実施の形態３における旅行先情報設定システムの構
成図
【図１４】本発明の実施の形態４における旅行先情報設定システムの構成図
【図１５】図１４におけるテーブル部１４０２の詳細な構成を示す図
【符号の説明】
１０１　放送事業者
１０２　放送事業者１０１の送信部
１０４　テレビ端末
１０５　テレビ端末１０４の受信部
１０７　テレビ端末１０４のカードスロット部
１１３　メモリカード
１１４　車載情報端末
１１６　車載情報端末１１４の通信部
１１７　車載情報端末１１４の経路設定部
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１１８　車載情報端末１１４のカードスロット部
１２２　リアルタイム情報提供者
１３０１　情報蓄積部
１３０２　携帯型端末
１３０３　携帯型端末の通信部
１４０１　放送事業者の通信制御部
１４０２　放送事業者のテーブル部
１４０３　テレビ端末１０４のテレビ端末ＩＤ記憶部
１４０４　車載情報端末１１４の車載情報端末ＩＤ記憶部

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】

(29) JP 3722221 B2 2005.11.30



【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】
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